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下記のとおり人事異動を実施したいのでj閣議の上，発令方願います。

なお，本件は，本月30日限りで定年退官予定の検事総長但木敬一の後任に

東京高等検察庁検事長樋渡利秋を，その後任に札幌高等検察庁検事長大林宏を，

その後任に横浜地方検察庁検事正渡邉一弘を， また本月27日限りで定年退官

予定の仙台高等検察庁検事長大塚清明の後任に高松高等検察庁検事長有田知徳

を，その後任に東京地方検察庁検事正伊藤鉄男をそれぞれ充てようとするもの

であります。

記

東京高等検察庁検事長 検事長 樋渡利秋

検事総長に任命する

横浜地方検察庁検事正 検 事 渡邉一弘

東京地方検察庁検事正 検 事 伊藤鉄男

検事長に任命する

｜

’１
１

ー÷一

(平成20年7月1日付け）

|法務 割
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